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答  申  

 

審査請求人（以下「請求人」という。）が提起した生活保護法（以

下「法」という。）２６条の規定に基づく保護廃止決定処分に係る審

査請求について、審査庁から諮問があったので、次のとおり答申する。  

 

第１  審査会の結論  

本件審査請求は、棄却すべきである。  

 

第２  審査請求の趣旨  

本件審査請求の趣旨は、○○福祉事務所長（以下「処分庁」と

いう。）が請求人に対し、令和元年１２月１６日付けで行った法

２６条の規定に基づく保護廃止決定処分（以下「本件処分」とい

う。）について、その取消しを求めるものである。  

 

第３  請求人の主張の要旨  

 請求人は、おおむね以下の理由から、本件処分の違法性・不当

性を主張しているものと解される。  

 所属している会社から退職勧告を受けていたり、精神科では休

職を勧められたと、担当のケースワーカーに伝えたのにもかかわ

らず、保護廃止をされ、収入がとだえたこと。というのも会社と

の取り決めで休職後、退職することが１１月１３日に決定したた

め。そして、傷病手当金も受け取れずに生活しているため。  

 

第４  審理員意見書の結論  

本件審査請求は理由がないから、行政不服審査法４５条２項に

より、棄却すべきである。  
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第５  調査審議の経過  

審査会は、本件諮問について、以下のように審議した。  

年  月  日  審  議  経  過  

令和２年８月１１日  諮問  

令和２年１１月５日  審議（第４８回第３部会）  

令和２年１１月２６日  審議（第４９回第３部会）  

 

第６  審査会の判断の理由  

１  法令等の定め  

⑴  法４条１項は、保護は生活に困窮する者が、その利用し得る

資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持

のために活用することを要件として行われるとし、法８条１項

は、保護は厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者

の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすこ

とのできない不足分を補う程度において行うものと規定してい

る。  

そして、法２６条は、被保護者が保護を必要としなくなったと

きは、速やかに保護の停止又は廃止を決定し、書面をもって、被

保護者に通知しなければならないと規定している。  

⑵  「生活保護法による保護の実施要領について」（昭和３６年４

月１日付発社第１２３号厚生事務次官通知。以下「次官通知」

という。）第１０によれば、保護の要否及び程度は、原則として、

当該世帯につき認定した最低生活費と、認定した収入との対比

によって決定することとしている。  

⑶  「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」（昭和

３８年４月１日付社保第３４号厚生省社会局保護課長通知。以

下「課長通知」という。）は、「第１０  保護の決定」の問１２

「法第２６条の規定により保護の停止又は廃止を行う場合の取
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扱いの基準を示されたい。」の答の「２  保護を廃止すべき場合」

において、「⑴  当該世帯における定期収入の恒常的な増加、最

低生活費の恒常的な減少等により、以後特別な事由が生じない

限り保護を再開する必要がないと認められるとき。」又は、「⑵  

当該世帯における収入の臨時的な増加、最低生活費の臨時的な

減少等により、以後おおむね６か月を超えて保護を要しない状

態が継続すると認められるとき。」は、法２６条の規定に基づき

保護を廃止すべきであるとしている。  

 また、課長通知第１０・問６・答によれば、保護受給中の者の

収入が保護開始時の要否判定に用うべき最低生活費をこえるに

至り保護の廃止を必要とする際には、保護開始時と異なり、当該

時点において現に生じている需要に基いて認定した最低生活費

と収入充当額との対比によって判定するものであることとして

いる。  

⑷  東京都福祉保健局生活福祉部保護課が作成した「生活保護運

用事例集２０１７」（以下「運用事例集」という。）第８－３７

答によれば、収入認定に係る控除の適用の際には、「生活保護法

による保護の実施要領について」（昭和３８年４月１日付社発

第２４６号厚生省社会局長通知）第１０・２・⑴・別表２に規

定する、勤労に伴う必要経費として定める額を適用することと

し、結局、廃止時の要否判定の際には、保護受給中の世帯に対

する場合と同様の最低生活費の認定及び収入認定に係る控除の

適用を行った上で判断することになるとしている。  

⑸  次官通知及び課長通知は、いずれも地方自治法２４５条の９

第１項及び３項の規定による処理基準である。また、運用事例

集における上記取扱いは、法の解釈・運用の指針を示したもの

である。  

２  本件についての検討  

これを本件についてみると、処分庁は、平成３０年１１月２１
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日、請求人から収入申告書が提出され、それに基づき請求人の要

否判定を行ったところ、請求人の収入認定額が最低生活費を上回

っていることが判明し、保護を要する状態ではないものの、請求

人は以前も就労が安定しなかったこと等から、収入状態の安定的

な継続を確認するためにも、法２６条に基づき、保護停止決定処

分を行ったことが認められる。  

その後、請求人から収入申告書が提出されないまま保護停止状

態が継続していた令和元年１０月２５日、郵送により、請求人か

ら収入申告書（９か月分）が提出され、それに基づき請求人の要

否判定を行ったところ、請求人の収入認定額が最低生活費を上回

っていたことから、処分庁は、請求人の就労による定期収入が安

定していると判断し、廃止する時期を令和元年１１月１日として、

本件処分を行ったことが認められる。  

上記の処分庁による請求人の最低生活費と収入との対比による

要否判定は、上記１の法令等の定めに則ってなされた適切なもの

と認められることから、本件処分に違法又は不当な点を認めるこ

とはできない。  

３  請求人は、第３のとおり主張するが、上記２に述べたように、

適切な要否判定に基づいて行われた本件処分に違法又は不当な点

があるということはできない。  

したがって、請求人の主張には理由がない。  

 ４  請求人の主張以外の違法性又は不当性についての検討  

その他、本件処分に違法又は不当な点は認められない。  

 

以上のとおり、審査会として、審理員が行った審理手続の適正性

や法令解釈の妥当性を審議した結果、審理手続、法令解釈のいずれ

も適正に行われているものと判断する。  

よって、「第１  審査会の結論」のとおり判断する。  
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（答申を行った委員の氏名）  

外山秀行、渡井理佳子、羽根一成  


